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十
二
月
六
日
ア
イ
プ
ラ
ザ
半
田
で
開
催

を
予
定
し
て
い
た
都
市
計
画
に
関
す
る
公

聴
会
は
、
公
述
希
望
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
の
で
中
止
し
ま
す
。

□
都
市
計
画
の
名
称

・（
仮
称
）
知
多
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
及
び
保
全
の
方
針

・（
仮
称
）
知
多
都
市
計
画
区
域
区
分

□
問
い
合
わ
せ
先　

建
設
課　

�（
４
８
）

１
１
１
１
（
内
２
８
８
）

　

愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

http://w
w
w
.pref.aichi.jp/toshi

�危
険
物
取
扱
者
試
験

□
試
験
日
な
ど　

平
成
二
十
二
年
一
月
三

十
一
日（
日
）甲
種
・
乙
種
第
４
類
・
丙
種

□
試
験
会
場　

名
古
屋
市
内

□
受
付
期
間　

十
二
月
十
四
日（
月
）〜
十

二
月
二
十
四
日（
木
）

□
試
験
手
数
料　

甲
種
五
千
円
、
乙
種
三

千
四
百
円
、
丙
種
二
千
七
百
円

※　

手
数
料
は
受
験
願
書
に
同
封
の
郵
便

振
込
用
紙
で
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
�
０
５
２（
９
６
２
）１
５
０
３

　

知
多
中
部
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
予

防
課
�（
２
１
）１
４
９
１

危
険
物
取
扱
者
試
験
予
備
講
習
会

□
講
習
日
時　

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
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日（
金
）午
前
九
時
半
〜
午
後
四
時
半

□
講
習
会
場　

南
知
多
町
総
合
体
育
館

□
講
習
内
容　

乙
種
第
４
類
が
対
象

□
受
付
期
限　

平
成
二
十
二
年
一
月
十
四

日（
木
）

□
講
習
費
な
ど　

受
講
料
四
千
円
、
テ
キ

ス
ト
代
四
千
円

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

知
多
中

部
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
予
防
課　

�（
２
１
）１
４
９
１　

Ｈ
Ｐ　

h
ttp
:/

/w
w
w
.cac

‐ net.ne.jp/̃chitachu/

�□
講
習
日　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

（
火
）〜
十
日（
水
）の
指
定
す
る
六
日
間

□
講
習
会
場　

ウ
ィ
ル
あ
い
ち（
名
古
屋
市
）

□
対　

象　

危
険
物
製
造
所
な
ど
で
取
り

扱
い
作
業
に
従
事
し
て
い
る
免
状
交
付

者
。（
保
安
監
督
者
も
含
む
）

□
講
習
種
別　

給
油
取
扱
所
、
特
定
事
業

所
、
一
般

□
申
し
込
み　

平
成
二
十
二
年
一
月
八
日

（
金
）〜
一
月
十
四
日（
木
）に
愛
知
県
危

険
物
安
全
協
会
連
合
会
へ
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

□
受
講
料　

四
千
七
百
円

※　

愛
知
県
収
入
印
紙
を
購
入
し
、
申
請

書
に
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

愛
知
県
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会
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中
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犬の飼い主の方へ
　犬の散歩時にフンの後始末をしない心ない飼い主により
道路や公園、私有地にそのままフンが放置されているとい
う苦情が寄せられています。犬の飼い主の方は、次のこと
に注意してください。

○　散歩には必ずふんの後始末ができる用意をして出掛け、
飼い主が責任をもって持ち帰ってください。

○　放し飼いは人に危害を与えたり、他人の土地を荒らし
たりする危険性がありますので絶対にしないでください。

○　人に危害を加えないよう、安全な場所で飼ってください。
○　１日１回は必ず適度な運動をさせ、無駄ぼえをさせな
いようにしてください。

○　鑑札・注射済票（金属プレート）は、首輪に付けてく
ださい。

○　他人の飼い犬には飼い主の承諾なくエサを与えないで
ください。

次の場合は、鑑札・注射済票を添えて届け出をしてくださ
い。
①　犬が死亡したときは環境衛生課へ
②　犬の所在地、飼い主の住所、飼い主が変わったときは
犬の所在地の市区町村担当課へ

猫の飼い主の方へ
　猫は犬と違い、「つないで飼う」ことが今のところ
義務ではありません。そのため、自由に外出させてい
る方が見られます。しかし、外に出せば
①　他人の家・敷地内に侵入し、荒らす（花壇を掘り
返す、ふん尿をする、台所に入るなど）
②　ゴミ捨て場で、ゴミをあさることにより、環境衛
生が悪化する。
③　避妊・去勢手術をしていない場合、年３回も子猫
が産まれてしまう（産ませてしまう）。

などにより、地域の大きな環境問題や、子猫の飼い主
探しなどの問題が生じます。
　猫にとっても
・　交通事故の危険性
・　他の猫とのケンカなどによる伝染病（猫エイズな
ど）の感染による寿命の短縮
・　ノミ・ダニなどを拾って自宅に帰ってくるなど、
好ましいことは何もありません。
　ケージ飼いを行うか、室内のみで飼育し、発情によ
るトラブルや不幸な命を産ませないために避妊・去勢
手術を行い、大切に飼育してください。
□問い合わせ先　環境衛生課　�（４８）１１１１（内３１７）


